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令和７年度から義務化される事項等について

１ 地域連携推進会議（障害者支援施設・共同生活援助）

令和６年４月１日から，障害者支援施設及び共同生活援助において，各事業

所で地域関係者を含む外部の目が入るよう「地域連携推進会議」の開催と会議

構成員による見学の機会を設けることが義務付けられました。

※ 令和６年度は努力義務，令和７年度以降は義務

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容（抜粋）

※ 地域連携推進会議の詳細については，【資料４】を参照してください。



令和７年度から適用される減算等について

１ 支援プログラム未公表減算（児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発

達支援）

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において，総合的な支援の推進と，

事業所が提供する支援の見える化を図るため，５領域（「健康・生活」「運動

・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」）

との関連性を明確にした，事業所における支援の実施に関する計画（以下「支

援プログラム」という。）を作成し，公表することが義務付けられました。

支援プログラムの公表及び本県への届出がされていない場合には，令和７年

４月１日以降，支援プログラム未公表減算が適用されることとなります。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容（抜粋）

※ 支援プログラム未公表減算の詳細については，【資料５】を参照してくだ

さい。



２ 自己評価結果等未公表減算（児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所

等訪問支援）

障害児通所支援事業に係る自己評価につきましては，事業所が自ら評価を行

うとともに，障害児及びその保護者等による評価を受け，その結果を事業運営

に反映させることで，常に質の改善を図ることを目的に基準省令において実施

が義務付けられているものです。

平成30年度報酬改定では，自己評価結果等未公表減算が創設され，自己評価

の未実施及び都道府県への公表方法等の届出がなされていない場合に適用され

ます。

なお，令和６年度報酬改定では，保育所等訪問支援についても対象とされた

ところです。

※ 保育所等訪問支援については，自己評価の未実施及び県への公表方法等の

届出がなされていない場合に，令和７年度以降減算が適用されます。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容（抜粋）

※ 自己評価結果等未公表減算の詳細については，【資料６】を参照してくだ

さい。


